
網走川の治水事業の経過

治水計画のはじまり
<明治～大正～昭和初期>



◆

網走川の治水計画のはじまり (明治～大正～昭和初期）
明治31年、北海道全域において未曾有の大洪水が発生し、入植者に大打撃を与え、離農、帰郷する
ものが続出したため、抜本的な治水対策が求められ、明治39年、網走川で初めての国費事業(北海道
１０年計画)として水位観測を実施、その後、大正8年に初の治水計画が立案。

明治31年 未曾有の大洪水が北海道全域で発生

明治31年 北海道治水調査会が設置され、石狩川などで測量調査開始

明治39年 北海道１０年計画により網走川ではじめて水位観測が実施

明治43年 第一期拓殖計画が樹立

第一期拓殖計画が樹立されるものの、網走川には治水計画がなかったため、小額の経費をもって護岸工事や応急的な工事を施工
するにすぎなかった。その後、大正8年の大洪水を契機に網走川で初の治水計画が立案される。

大正8年 大洪水が発生したのが契機となり、網走川で初の治水計画が立案

大正11年 台風による洪水で、美幌町では開基以来最大の被害となった

大正14年、内務省北海道庁長官が20ヵ年計画を国に提出

昭和2年「北海道第二期拓殖計画」として決定



治水事業のはじまりと
治水計画の段階的な見直し

＜昭和中期～昭和後期＞



◆ 終戦直後の混乱期においては、改修工事は応急的なものに留まっていた。
昭和25年に北海道開発法が制定され、その後、計画の段階的な見直しが行われている。

網走川の治水計画（昭和中期） （改修総体計画）

昭和32年 計画見直し

昭和21年 新憲法の公布とこれに伴う府県制度の改正により、北海道庁は地方自治体に改組

サラカオーマキキン川での新水路の設置

網走湖

昭和28年 改修総体計画 策定

昭和38年 計画見直し

昭和25年 北海道開発法の制定

主に戦中戦後の残工事の把握に重大な意義を持つ計画だったが、戦時計画資料の大部分が散逸・紛失し、昭和32年に計画再検討を実施

●網走湖上流側から美幌町36線間の市街地及び農耕地で洪水氾濫からの防御のため築堤 ～ 主に堤防を新設 → 河積の増大を図る

●昭和32年総体計画を基に、津別地点等を考慮した計画高水流量とした
●前計画からの改定は、網走湖に流入するサラカオーマキキン川での新水路設置 ～ 湖への直接流下とする → 内水処理対策を図る



◆ 昭和39年の新河川法の制定により計画を見直し、発展する流域市街の情勢に対応する計画を
策定。堤防等の整備は既往の計画を踏襲した。

網走川の治水計画（昭和後期） （網走川水系工事実施基本計画）

昭和45年 網走川水系工事実施基本計画策定

昭和39年 新河川法の制定

昭和44年 網走川が一級河川に指定

●関連地域の社会情勢の発展に即応するように昭和38年の改修総体計画を踏襲した計画を策定
●津別町、美幌町、女満別町、網走市を洪水から防御する
・堤防の拡築、新設、河道掘削を実施 ～ 河積の増大を図る
・水衝部等には護岸、水制を設置する ～ 洪水の安全な流下を図る

●流域内の各地域における農業用水および都市用水の需要拡大に対応
・東幹線東首工改築 ～ 水資源の合理的な利用促進を図る



治水事業の推進
＜昭和後期以降～令和（現在）＞



◆

網走川水系河川整備基本方針に従って計画的に実施すべき河川工事及び河川の維持について具体的に定めた、
網走川水系河川整備計画を平成27年に策定。

網走川の治水計画 （網走川水系河川整備基本方針 及び 網走川水系河川整備計画）

平成18年 網走川水系河川整備基本方針を策定

平成24～27年「検討委員会」「住民説明会・公聴会」

平成27年 網走川水系河川整備計画を策定

平成9年 河川法改正

基準地点名 目標流量 河道への配分流量

美 幌 950 m3/s 950 m3/s
基準地点 必要な流量

美幌 概ね 4m3/s

河川名 左右岸 実 施 区 間

網走川

左 岸

KP22.1～KP22.3
KP23.0～KP23.6
KP24.1～KP24.3
KP30.2～KP30.8

右 岸

KP20.8～KP21.6
KP22.0～KP22.6
KP22.9～KP23.1
KP23.4～KP24.0
KP25.4～KP25.6
KP26.7～KP26.9

河川名 実 施 区間

網走川
KP19.0～KP21.8
KP22.8～KP29.6

美幌川 KP 1.8～KP 3.0

○堤防の整備(嵩上げや拡幅)を実施する区間

○河道掘削を実施する区間

○目標流量 ○流水の正常な機能を維持するため必要な流量

平成9年の河川法改正に伴い、網走川水系河川整備基本方針を平成18年に策定。
河川整備について、既存橋梁の状況や周辺の土地利用を勘案し、網走川水系工事実施基本計画を踏襲。

◆

河川法で定められている、各河川における長期的な河川整備の基本となる方針

学識経験者、関係住民、地方公共団体の長等の意見を反映



治水事業の年譜



網走川の治水事業 概略年譜


